
産 廃 鼎 談

【北村】　今回のゲストは、東方綾子さんです。東方
さんは、現在の全国産業資源循環連合会（以下「全
産連」という。）の前身である全国産業廃棄物連合
会に 1984 年にご就職の後、約 40 年の長きにわたり
奉職されました。このような経験をお持ちの事務職
員は、全産連においては「最初で最後」でしょう。
産業廃棄物処理業界においては、「知る人ぞ知る」
存在です。本日は、激動の産業廃棄物処理業界を事
務方としてご覧になってきた東方さんに、産業廃棄
物処理業界のこと、歴代会長のこと、機関誌である
『INDUST』の編集のことなど、エピソードも交え
ながら、思い出話をお聞かせいただきます。

担当した業務について

【佐藤】　まず、東方さんが全産連で担当されたお仕
事の内容はどのようなものでしょうか。

【東方】　事業課長をしておりました。当時の全産連
と産廃処理業界を広く社会に認知してもらうため
に、産廃専門誌『INDUST』の発行、展示会への出
展及び産業廃棄物と環境を考える全国大会の開催
に携わりました。『INDUST』は 1988 年の月刊化に
伴い、編集担当になりました。展示会は、今はもう

開催されておりませんが、主にウエステックですね。
あと、産廃手帳も発行しておりました。その他、実
務者研修会の運営、テキスト作りなどに携わりまし
た。1984 年４月から 2023 年２月まで勤務いたしま
した。

全産連のはじまりについて

【北村】　東方さんが、当時の全産連に就職されたの
はどのような経緯だったのでしょうか。また、当時
の全産連や全国の協会はどのような様子でしたか。

【東方】　元会長である太田さんは私の父の中学時
代からの友人でした。任意団体から社団法人化に向
けて人員が必要ということでお誘いいただきまし
た。東京の協会、埼玉、神奈川、静岡、大阪、愛媛、
愛知の業者さんたちが集まって、全国組織化を作ろ
うと出発したばかりの頃でした。

【佐藤】　全国組織に広がっていくためには、どのよ
うなご苦労があったのですか。

【東方】　社団化の実現には全国組織化が必要との
ことで、太田元会長はもとより、鈴木元専務理事を
はじめ、その他諸々の方々が手弁当で全国を回り組
織化を呼び掛け、大変苦労したと聞いております。

業界誌編集者から見る産廃業界の歩み第12 回
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上智大学法学部 教授 元全国産業資源循環連合会 INDUST 担当 佐藤泉法律事務所 弁護士

神戸大学法学部卒　専攻は、環境法学、行
政法学。著書として、『産業廃棄物への法
政策対応』（第一法規出版、1998 年 ）、『産
業廃棄物法改革の到達点』（グリニッシュ・
ビレッジ、2007 年）、『廃棄物法制の軌跡
と課題』（信山社、2019 年）、『環境法［第
6 版］』（弘文堂、2023 年）等。

英語を活かせる貿易会社、モデル事務所
勤 務 を 経 て、1984 年 4 月 全 国 産 業 廃
棄物連合会に就職、1988 年より産廃専
門 誌『INDUST』の編集を担当、その後
2023 年 2 月に退職。

早稲田大学第一文学部卒　環境関連法に関
する法律相談、訴訟等を専門とする。第一
東京弁護士会　環境保全対策委員会所属。
著書として。『廃棄物処理法重点整理』（TAC
出版、2006 年）等。
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歴代会長について

【北村】　当時の全産連の「生みの親」とも言うべき
太田忠雄さんは、どのような方でしたか。

【東方】　父の古くからの友人でしたので、太田さん
と私は幼い頃から親交がありました。とても優しく
て面白い方で、温厚な方でした。強烈に覚えている
のが、私が小学校の時分、海に行ったときのこと。
「ちょっと見ていて。」と言われましたので、浜辺で
見ていましたら、太田さんは荒い波の中をどんどん
沖に泳いでいき、人間サーフィン？と表現するので
しょうか、首だけ水面に出して、ざーっと波に乗っ
て戻って来られました。それを見て、すごいと大い
に感動しました。
　その後就職し、お目にかかった太田元会長は、私
が幼いときに交流のあったときとは別人のような
雰囲気でした。なんと申しますか、厳めしい感じで
した。その頃は、とにかく産廃処理業界というもの
を広く世間に知ってもらいたい、処理業者の地位向
上等、様々なことを考えていらしたようです。当時、
担当省庁である厚生省に行っても、産廃の処理を業
としている人がいるなんて初めて聞いたと言われ
たぐらい、知られていなかった。そのため、とにか
く業として認めてもらいたい、その情熱で、太田さ
んは私財を擲って、当時の全産連を作り上げました。
20 年史の中で、長く理事をお務めいただいていた方
が「太田さんは人を使うことがとても上手な人だっ
た。」と仰っていました。それを聞いて、得心いた
しました。

【北村】　廃棄物処理法が制定されたのが 1970 年で
す。東方さんが就職されたときからは約 15 年たっ
ているにもかかわらず、まだ業として存在している
ということが、法律所管官庁においてすら知られて
いなかったのというのは、非常に興味深いですね。

【東方】　そうですね。廃掃法もそれほど厳しくなか
ったのでしょうか。現在では、管理型産業廃棄物最
終処分場は発生した水が外部の環境に浸透しない
ように遮水シートを敷設しなければならない、水処
理施設を設置しなければいけないなどがあります
が、当時はまだ、そういった規定がなされていなか

ったと思っております。
【北村】　その後の会長は、鈴木勇吉さん、國中賢吉
さん、石井邦夫さん、そして現在の永井良一さんで
す。歴代の会長とどのような想い出がありますか。

【東方】　鈴木さんが会長に就任された次の年に阪
神淡路大震災が起きました。そのため、支援活動に
とても熱心に取り組んでおられました。災害廃棄物
処理計画案を作成し、提案した初めての方ではない
でしょうか。とにかく、あまり事務所にいらっしゃ
った記憶がありません。

【北村】　鈴木さんは、太田さんの会長時代には専務
理事をされていました。そのため、事務方として調
整していかなくてはいけないので、恐らく永田町に
ある事務所におられたのでしょう。その後の会長時
代には、全国をずっと回っておられたのではないで
しょうか。

【東方】　そうですね。全国をずっと回っていらっし
ゃるイメージです。

【佐藤】　鈴木さんは政策の提案に熱心で、人脈づく
りに長けた方とお見受けしました。

【東方】　そうですね。
【佐藤】　國中さんは、大阪の方でしたね。
【東方】　とにかく豪快な方でした。國中さんが会長
のときは、色々なことをやりました。広告会社の紹
介で、マスコミ懇談会や会長諮問会議の開催など、
ジャーナリストや外部からの人を集め、産廃処理業
界に対する様々なご提案･ご意見をいただいていま
した。それにより、処理業者のためのリスクコミュ
ニケーション･マニュアル調査報告書を作りました。
これは私が担当しましたが、今、読んでみると当た
り前のことです。

【佐藤】　当時は、リスクコミュニケーションってい
う言葉自体が、新しい言葉でしたね。

【東方】　新しいです。あの頃は不法投棄が多かった
です。豊島に始まり、青森、岩手、岐阜、そして福
島のドラム缶、など。

【佐藤】　石井さんはとてもエネルギッシュな方で
した。

【東方】　石井前会長は先見の明がありました。リサ
イクルとか、資源循環とか、そういうものに最初か
ら携わっていたという感じがします。
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【北村】　石井さんご自身は、株式会社市川環境エン
ジニアリングの代表取締役でしたね。

【東方】　そうですね。大規模なテーマパークの廃棄
物処理を請け負われていたり、産廃も多く扱われて
いました。

【佐藤】　マテリアルリサイクル、サーマルリサイク
ルが盛んになってきた時期です。

【北村】　石井さんは急逝され、現在の永井会長にな
りました。

【東方】　永井会長といえば、業種ごとの基本的な事
業要件を定める法律である業法に力を入れていま
す。太田元会長の時代から、業法、もしくは産業廃
棄物処理業者の育成や体質改善を目的とする振興
法といったものを作ろうとしていました。そして、
加藤三郎先生（株式会社環境文明研究所代表取締役
･所長）が中心になって、2014 年８月ごろでしょう
か、目的達成のためにタスクフォースを結成しまし
た。検討に検討を重ね、また議員連盟等にも入って
いただいて、永井会長の代で業法の大綱を作成、そ
の成立に向けて奔走したのですが、残念ながら未だ
成立には至っていない状態です。

【北村】　太田会長時代からというと、全産連の最初
のときからですか。まさに悲願ですね。

【東方】　悲願ですね。
【佐藤】　鈴木さんは、廃棄物業の振興法が必要だと、
ずっと仰っていました。優良な処理業者を育成し、
これを排出事業者に選んでもらうというシステム
が必要です。

【北村】　専門職として世間に認知されることが主
たる目的にあるとすれば、いわゆる英検４級的なレ
ベルでしかない業だけではなくて、個別に区別して
いくことを制度的にも認めていく方向に動いてい
るのかもしれませんね。

【東方】　そうですね。優良性評価制度ができたとき、
石井前会長は処理業者が認めてもらっている制度
だと、とても喜んでいらっしゃいました。その後、
優良性評価制度が発展して、優良産廃処理業者認定
制度になりました。

機関誌『INDUST』について

【北村】　佐藤先生も私も、『INDUST』の書き手、あ
るいは座談会の出席者として、東方さんには随分と
お世話になりました。月刊誌ですから、特集のテー
マを考えたり、執筆者を考えたりするのは、大変だ
ったのではないでしょうか。

【東方】　本当に大変でした。最初は『INDUST』編
集委員がおり、1997 年 12 月号までは月に１回、ど
のような記事を載せるかを検討する会を開催して
いました。厚生省産廃対策室室長補佐、環境庁海洋
汚染対策室室長補佐、東京都はじめ自治体の方、田
中勝先生（株式会社廃棄物工学研究所 代表取締役）、
協会の広報担当、全産連の広報担当理事及び専務理
事等の 10 人くらいに編集委員を務めていただきま
した。それでも、特集は事務局が案を出さなければ
ならないため、本当に大変でした。特に、原稿の依
頼、電話で誰かにお願いするのが、すごく苦手でし
た。また、原稿も紙の時代ですし、締切り最終日に
ずっとファックスされてくるのを待っていて、家に
帰れず…との思い出があります。ファックスが送ら
れてきた後、製作に原稿を整えてもらわないとなら
ないので、それはそれは大変でした。特集は３号先
ぐらいまでを考えていました。いえ、でも最初はそ
んな余裕はなかったような気がします。まるで自転
車操業です。

【北村】　案だけではなく、こういう記事ならば誰に
書かせるという、その辺りまで出すのですか。

【東方】　そうですね。最初のころは全く分からなか
ったので、編集委員が頼りでした。田中先生の知り
あいの方とか、そういう感じでお願いをしていまし
た。

【北村】　雑誌のタイトルをつけるのは、なかなか難
しいものです。『INDUST』という名前になった経
緯等はご存じですか。

【東方】　当時の全産連を社団化するために機関誌
を出すことが条件でした。『INDUST』という名前
はインダストリアルダストから来ています。当時の
厚生省の産廃対策室長の廃棄物はダストともいう
から、『INDUST』としてはという提案を太田元会
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長が支持しました。
【佐藤】　とても良い名前だと思います。
【北村】　引用するときは、英語なのか、片仮名なの
か、平仮名なのか、どれが正式なのですか。

【東方】　一応、アルファベットです。
【佐藤】　平仮名も結構使っていますね。
【東方】　私が片仮名よりも平仮名表記が好きなも
のですから。最初は薄かった『INDUST』も不法投
棄等が世間を賑わすようになって、徐々に分厚くな
ってきました。太田元会長がとにかく一般誌みたい
な内容にしたいと、随筆、エッセー、マンガといっ
たものもどんどん入れるという意向でしたね。

【北村】　そうすると、まさに広い書き手を把握して
いないといけませんね。東方さんに言えば何とかし
てくれるだろうというように、太田さんからすると、
東方さんはそういう存在だったのですね。

【東方】　最初は 40 行のニュースを書くのも１日が
かりでした。とにかく読者に喜んでもらう記事はい
ったい何かということを考えたとき、処理業者さん
が興味のあるのはやはり施設紹介です。競合他社が
どのような施設を造って、どのように廃棄物処理を
しているのか。これは、排出企業さんも興味がある
と思います。当時は必死だったので、とにかく自分
で取材に行こうと思い、あちらこちらに行くように
なりました。ですが、そのうち、私はライターには
なれないと限界を感じ、プロのライターさんにお願
いするようになりました。きちんと取材をするって
いうのは難しいですね。

【北村】　興味があるというのは、逆の立場からする
と知られたくないということであるかもしれませ
ん。多数の紹介記事が掲載されていますが、取材を
断られるケースもありましたか。

【東方】　もちろん。そうはいっても、処理業者さん
は新しい施設を造ったときは、割と盛大にパーティ
ーを開きますから受けていただけました。

【北村】　成功事例ですね。連載では印象深いものは
ありましたか。連載はお一人が一定期間書いてくだ
さるので、編集者としては楽ですね。

【東方】　そうですね。囲碁とか将棋が上手な方、杉
戸大作さん（元厚生省水道環境部長）がエッセーと
か大ちゃんのつぶやきなど積極的に書いてくださ

って。かなり長く連載していただきました。今、芝
田麻里先生（芝田総合法律事務所）が頑張って書い
てくださっています。服部美佐子さん（環境ジャー
ナリスト）もいろいろ施設を回っていただいて、ち
ょっと問題のある施設等も連載してもらったこと
もありました。あと、北村先生の連載、『北村ファ
ミリーのバークレイ便り』。また、連載ではありま
せんが、佐藤先生には何度か記事をご執筆いただき
ました。

【佐藤】　『INDUST』には、環境省とか経産省の方
に執筆を依頼することも多かったですか。

【東方】　多かったです。
【北村】　警察庁の方による廃棄物処理法の実施状
況についてのレポートもありました。警察情報はあ
まり出ないものですから、貴重なデータでした。

【佐藤】　全産連と環境省･各自治体あるいはそうい
う官庁との交流はどうでしたか。

【東方】　昔はよく警察庁、産廃対策室や経産省もよ
く原稿のお願いに行っていました。皆さんお忙しい
から、大抵、断られるのですけどね。自治体の廃棄
物処理対策の部署にもお願いしていました。

産業廃棄物業界について

【佐藤】　ところで、廃棄物処理業界で、女性の活躍
はどうですか。

【北村】　『INDUST』の表紙で産廃女子をとりあげ
ていますね。

【東方】　最初の産廃女子は、大谷清運という二木玲
子さんの会社の女性部長で、現場でばりばりで働い
ている方でした。第 113 号まで、北海道から沖縄ま
で行ったらしいです。

【北村】　これは会社にとってはいい PRになるし、
持込みが結構あったのではないでしょうか。

【東方】　それが、あまりなくて。ほとんど協会の事
務局に紹介していただきました。遠隔地での取材は
１社だけではもったいないので、２、３社まとめて
やっていました。結局、200 人以上の方に出ていた
だいたのではないでしょうか、複数で写っている号
がありますので。私の知らない処理業者の方も多く
出ていて、驚きました。女性の活躍といえば、廃棄
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物処理業、リサイクル業といった「資源循環業界」
で働く女性たちのコミュニティ「全国産業資源循環
連合会女性部協議会」があります。こちらは東京の
２代目部会長の二木さんがネットワークづくりを
しようということで、関東から始まって、全国に。
コロナ禍でもあったので、ネットで繋がって、2022
年に設立されました。

【佐藤】　女性も積極的にこの仕事に参加していま
すね。

【北村】　経営者になっている方は多くなっている
のでしょうか。

【東方】　多くなってますね。息子さんがいないので
娘さんが跡を継いで社長になっているなど、結構あ
ります。

【佐藤】　そういう意味では、女性の活躍だけではな
くて、世代交代が相当進んでいると思います。

【東方】　青年部協議会ですね。
【佐藤】　青年部協議会は後継者育成にどういう貢
献をされていますか。

【東方】　青年部協議会も 2000 年設立から 24 年経っ
ています。2000 年頃はまだそれほど全国的に青年部
を作っている協会はありませんでした。徐々に増え
て、カンファレンス、通常総会等を毎年開催するよ
うになって、今は 2,000 人以上いるのではないでしょ
うか。会員には跡取り息子さんも多いので、若い方
のアイデアで会社を大きくしたり、産廃処理業だけ
ではなくコンサル関係の仕事もされたりしています。

【佐藤】　経営者は孤独で情報不足になりやすいの
で、同業者集まりで、切磋琢磨して、友達ができる
というのは、とても大切なことです。

【東方】　そうです。青年部協議会の皆さんは仲が良
いです。

【北村】　青年部協議会に、男性も女性も入っている
のですね。

【東方】　はい。
【佐藤】　廃棄物処理業界では、当初は廃棄物処理業
者の地位の向上、適正処理推進ということが重要だ
ったと思いますが、近時は循環型社会に向けた自主
的取組の推進と競争力の強化という点が重要にな
っていると思います。『INDUST』の記事内容も変
遷しているのでしょうか。

【東方】　私が編集してたときは不法投棄対策か地
位向上、適正処理、事前協議制、搬入規制でした。
今や、資源循環、災害廃棄物のリサイクル、地球環
境等が取り上げられていますが、若干これでいいの
かなとも思います。

【佐藤】　私もそういう印象があります。サーキュラ
ーエコノミーという理想は正しいのかもしれない
けれども、現実と乖離して、分かりにくくなってい
ます。

【東方】　本当にいいのかなと思います。３Rとか、
サーキュラーエコノミーとか、リサイクルが進んで
いくと、廃棄物が減少してしまいます。

【佐藤】　廃棄物、有価物、資源物が混ざった状態が
増えてきますね。

【東方】　排出事業者から委託を受けないと、産廃処
理業者は動けません。業者としては、プロとして、
もっと自分たちが自信というか責任を持って処理
したい。でも、法律に書いてあるから、どうにもで
きないという感じです。

【北村】　廃棄物処理法の建て付けは、1970 年のとき
のままです。かれこれ 50 年以上経っているにもか
かわらず、昔の構造のまま、新しいグローバルな政
策課題を受け止めざるを得ない。ミスマッチとまで
は言わないけれども、不整合が少しずつ出ている。
最近の法律等でいうと、再資源化事業高度化法もプ
ラ新法も、全て廃棄物処理法の特例という形で擦り
合わせをしていって何とか成立しているという状
態になっているのが象徴的かもしれませんね。

【東方】　そうですね。本当に変わりました。昔、私
のかつての同僚は「はい、全国産業廃棄物連合会で
す。」と電話に出ると、「なんだ、ごみ屋か。」と言
われてガチャンと切られたそうです。とても憤慨し
ていました。

【北村】　前回お招きした鈴木孝雄さん（株式会社リ
バー取締役会長）も、「ごみ」といった言葉が今も
って、法律用語として使われているのを何とかした
いと仰っていました。

【東方】　その頃から考えると、今はもう全く変わり
ました。ビジュアル的、社会的にも、すごく変わっ
たと痛感します。最近は、とにかく脱炭素や SDGs
といった言葉が多い。
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【北村】　『INDUST』の背表紙をずっと追っていく
と、変化が端的に分かります。編集体制が変わった
ことも影響しているのかもしれませんが。

【東方】　そうですね。今は環境新聞社さんに企画立
案、原稿依頼等、殆どをお願いしています。もちろ
ん、企画立案の編集会議には全産連側の事務局と専
務理事も入っています。

【佐藤】　外部委託を認めたんですね。
【東方】　以前は全て私がやってました。
【佐藤】　そういう意味では、東方さんが辞められて、
一つの時代が終わる転機になったというのもある
かもしれません。

【東方】　協会さんも今、会員の減少等で財政難です。
そのため、昔は会員さん分も『INDUST』を買って
くださっていましたが、それが軒並みなくなってい
きました。そうすると、発行部数がどんどん減って
くる。

【北村】　処理業者の数が減っているわけではない
けれど、会員になってくださる方が減っているとい
うことですか。

【東方】　メリットが少ないなどの理由で、会員を辞
めるということがあるようです。

【佐藤】　収集運搬は建設業者が付随的に許可を取
るケースもあり、専業者は限られています。処分業
者は、規模が大きくなっており、合併 ･集約化が進
んでいると思います。

【北村】　産業廃棄物処理業界を約 40 年間ご覧にな
ってきた東方さんは、変わったこと ･変わらないこ
とをお感じになっていると思います。ご認識はいか
がですか。

【東方】　競争は激化しているため、ダンピングはま
だあるのではないでしょうか。そのような気がしま
す。

【北村】　『INDUST』では節目節目で座談会を開催
しています。処理業者さんが出られるとき、数十年
前も今も変わらない発言があります。それは、「ち
ゃんとした料金が支払われない。」です。

【東方】　適正処理、適正価格であるべきです。
【北村】　提示されるのは適正価格のはずなのです
が、排出業者さんとしては、とにかく経費削減の対
象にしてくるようです。

【佐藤】　リサイクルすると売れるようになるので、
処理料金の値下げを要求する人が現れます。

【東方】　必ず出てきます。
【佐藤】　そうは言っても、設備や人材に投資が必要
です。最近は処理料金の目安が公開されるようにな
ってきています。

【東方】　相場ですね。これまで、あまり公にしてこ
られなかった感じがします。在職中、処理料金を質
問されましたが、こちらとしては、個々の企業に聞
いてくださいと言うしかありません。そうですね、
近頃、ホームページで目安といいますか、大体こん
な感じという金額が掲載されています。

【佐藤】　有害物質の含有などを考慮すると、一律に
処理料金を示すのは無理です。

【東方】　そうです。そのため、委託契約を結んで、
金額も明記して、お互い二者契約で、排出事業者と
収集運搬、排出事業者と処分業者で契約しなさいと
法律で決められているわけですから。

【北村】　全体として見れば、処理業者側もきちんと
しなければという認識は、昔より、はるかに高まっ
てきているのでしょうね。
　本日は、２つの全産連にご勤務なさった、まさに
「生き字引」ともいえる東方さんならではのお話し
を伺うことができました。裏方としてのご苦労も垣
間見ることができ、たいへん楽しい時間を過ごせま
した。どうもありがとうございました。

ー次回号も新たなゲストの方をお迎えいたします。
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